
鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
決
議

政
府
は
、
鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
の
実
現
に
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

一

鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
を
一
層
効
果
的
に
防
止
す
る
た
め
、
鳥
獣
被
害
対
策
実
施
隊
の
設
置
を
促
進
す

る
と
と
も
に
、
鳥
獣
保
護
事
業
計
画
等
に
基
づ
く
捕
獲
隊
そ
の
他
の
狩
猟
者
の
鳥
獣
被
害
対
策
実
施
隊
へ
の
移
行
・
加
入
を

促
進
す
る
こ
と
。

二

猟
銃
の
操
作
及
び
射
撃
の
技
能
向
上
・
安
全
確
保
を
図
る
た
め
、
各
都
道
府
県
に
お
け
る
射
撃
場
の
整
備
・
拡
充
を
促
進

す
る
こ
と
。
ま
た
、
鳥
獣
の
捕
獲
に
従
事
す
る
者
の
育
成
及
び
技
術
の
向
上
を
図
る
た
め
、
必
要
な
施
策
を
検
討
す
る
こ
と
。

三

鳥
獣
の
生
息
状
況
及
び
生
息
環
境
等
に
関
す
る
調
査
を
徹
底
す
る
こ
と
に
よ
り
、
鳥
獣
の
個
体
数
等
の
正
確
な
把
握
に
努

め
る
と
と
も
に
、
そ
の
調
査
結
果
を
被
害
防
止
対
策
に
活
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

四

シ
カ･

イ
ノ
シ
シ
等
の
鳥
獣
に
つ
い
て
、
周
囲
の
安
全
を
確
保
し
た
上
で
、
夜
間
に
駆
除
で
き
る
仕
組
み
を
更
に
検
討
す

る
こ
と
。

五

猟
銃
等
の
所
持
許
可
の
運
用
に
つ
い
て
、
厳
に
国
民
の
安
全
の
確
保
や
危
害
の
防
止
等
に
留
意
し
つ
つ
、
実
態
に
即
し
た

見
直
し
を
検
討
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


